
漏水修理費用負担区分について 

●お客様と市（上水道）の漏水修理費用の範囲をお知らせいたしま

す 

令和４年５月から給水装置の漏水について、一般家屋等では、配水管から水道メーターまで、高層住

宅や建物内に水道メーターがある場合等は、建物手前まで、市の費用負担で修理いたします。ただし

修理に伴う私有地内の特殊な構造物（コンクリート・擁壁・階段・植栽等）の撤去及び復旧について

は、原則、お客様のご負担でお願いします。 

           

漏水が発生した場合、市（水道管理課・水道工務課）または、指

定給水装置工事事業者までご連絡ください。 

● 市 が 費 用 負 担 す る 私 有 地 内 の 給 水 装 置 修 繕 工 事 

１ ． 公 道 ・ 敷 地 境 界 か ら メ ー タ ー ま で の 給 水 装 置 修 繕 工 事  

（ メ ー タ ー 止 水 栓 を 含 む ）  

２ ． 漏 水 に 伴 う 試 掘 工 事  

３ ． メ ー タ ー ボ ッ ク ス 内 の パ ッ キ ン  

４ ． そ の 他 私 有 地 内 の 給 水 修 繕 工 事 に お い て 市 が 必 要 と 認 め る 工 事  



 

○ 市が費用負担する私有地内の給水装置修繕工事の施行条件 

確 認 事 項 

１ ． お 客 様 か ら 市 に 修 理 依 頼 が あ る こ と 。  

    （ 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 か ら の 受 付 も 可 ）  

２ ． 土 地 所 有 者 の 修 繕 工 事 の 承 諾 が 得 ら れ て い る こ と 。  

３ ． お 客 様 及 び 第 三 者 の 故 意 又 は 過 失 で な い こ と 。  

４ ． 修 理 方 法 に つ い て は 、 市 の 指 示 に よ る も の と す る 。  

施 行 条 件 

１ ． 基 本 的 に 公 道 ・ 敷 地 境 界 か ら 水 道 メ ー タ ー ま で を 施 行 範 囲 と い た し ま

す 。  

    た だ し メ ー タ ー  が 建 物 内 に あ る 場 合 は 、 建 物 手 前 ま で 。 親 子 メ ー タ ー

が あ る 場 合 は 、 親 メ ー タ ー ま で と い た し ま す 。  

２ ． 私 有 地 内 の 共 同 管 (ア パ ー ト )に つ い て は 第 一 分 岐 管 ま で と い た し ま す 。  

     た だ し 、 メ ー タ ー ボ ッ ク ス 内 の 漏 水 修 繕 は 、 パ ッ キ ン の み 市 が 負 担 し ま   

す 。  

３ ． 公 道 内 の 共 同 管 に つ い て は 、 施 行 条 件 １ と 同 じ 。  

４ ． 工 事 は 、 漏 水 箇 所 の み (概 ね １ メ ー ト ル 程 度 ） と し 人 力 で 施 行 で き る 内 容

に か ぎ り ま す 。 な お 、 以 下 の 事 項 に つ き ま し て は 、 お 客 様 の 費 用 負 担 に

な り ま す 。  

 ・ 特 殊 な 機 器 類 の 使 用 に 要 す る 費 用  

 ・ 工 事 の 妨 げ と な る 障 害 物 等 が あ る 場 合 の 撤 去 ・ 復 旧 費 用  

 ・ 特 殊 な 占 用 箇 所 （ 石 積 み 、 コ ン ク リ ー ト 、 擁 壁 等 ） の 取 り 壊 し 復 旧 や  

     特 殊 舗 装 (化 粧 タ イ ル 、 植 栽 等 ） の 復 旧 に 要 す る 費 用  

 ・ 布 設 替 え を 要 す る と 判 断 さ れ た 場 合 の 布 設 替 え 費 用  

 ・ メ ー タ ー ボ ッ ク ス 及 び バ ル ブ ボ ッ ク ス の 交 換 の 費 用   

５ ． 上 記 の 他 特 殊 な 状 況 が あ る 場 合 の 費 用 負 担 に つ い て は 、 別 途 お 客 様 と 市

が 協 議 い た し ま す 。  

 

 

  平 成 １ ７ 年 ４ 月   規 定  

  令 和 ４ 年  ５ 月   一 部 修 正  


